
改   正   後  現     行 

第１から第４まで（現行のとおり） 

 

第５ 事業の実施 

１ 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症（別表１

の７５、８５及び８６に掲げるもの）、新型インフルエンザ等感染症（別

表１の１１９及び１２０に掲げるものを除く）及び指定感染症 

（１）調査単位及び実施方法 

ア 診断又は検案した医師 

一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症（別表１

の７５、８５及び８６に掲げるもの）、新型インフルエンザ等感染症及び指

定感染症を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12

条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について（一部改正）」（令

和４年６月30日付健感発0630厚生労働省健康局結核感染症課長通知。令和５

年５月２日最終改正。以下「届出基準」という。）に基づき診断した場合及

び当該感染症により死亡した者（当該感染症により死亡したと疑われる者を

含む。）は、直ちに最寄りの保健所に届出を行う。当該届出は、感染症サー

ベイランスシステムへの入力により行うことを基本とするが、感染症サーベ

イランスシステムの入力環境がない場合には、最寄りの保健所が定める方法

により、本要綱の別記様式８から９、及び１１から７４を用いて、届出を行

う。 

イ （現行のとおり） 

ウ 保健所 

（ア）届出を受けた保健所は、直ちに届出内容の確認を行うとともに、当該届

出が感染症サーベイランスシステムの入力環境がない医師からの届出であ

る場合には、直ちに感染症サーベイランスシステムに届出内容を入力する

ものとする。 

第１から第４まで（略） 

 

第５ 事業の実施 

１ 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症（別表１

の７５、８５及び８６に掲げるもの）、新型インフルエンザ等感染症（別

表１の１１８及び１１９に掲げるものを除く）及び指定感染症 

（１）調査単位及び実施方法 

ア 診断した医師 

一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症（別表１

の７５、８５及び８６に掲げるもの）、新型インフルエンザ等感染症及び指

定感染症を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12

条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について平成18年3月8日付健

感発第0308001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知、令和４年８月19日

最終改正。以下「届出基準」という。）に基づき診断した場合は、直ちに最

寄りの保健所に届出を行う。当該届出は、感染症サーベイランスシステムへ

の入力により行うことを基本とするが、感染症サーベイランスシステムの入

力環境がない場合には、最寄りの保健所が定める方法により、本要綱の別記

様式８から９、及び１１から７４を用いて、届出を行う。 

 

 

イ （略） 

ウ 保健所 

（ア）届出を受けた保健所は、直ちに届出内容の確認を行うとともに、当該届

出が感染症サーベイランスシステムの入力環境がない医師からの届出であ

る場合には、直ちに感染症サーベイランスシステムに届出内容を入力する

ものとする。 

東京都感染症発生動向調査事業実施要綱新旧対照表 



また、保健所は、病原体検査が必要と判断した場合は、検体等を所持し

ている医療機関等に対して、病原体検査のための検体等の提供について依

頼等するものとする。なお、病原体検査の必要性の判断及び実施等につい

て、必要に応じて保健医療局感染症対策部防疫課及び健康安全研究センタ

ーと協議する。 

（イ）～（ウ）（現行のとおり） 

エ 健康安全研究センター 

  （ア）（現行のとおり） 

（イ）健康安全研究センターは、検体等が送付された場合にあっては、病原体

検査要領に基づき当該検体等を検査し、その結果を保健所を経由して診断

した医師に通知するとともに、保健所、保健医療局感染症対策部防疫課に

送付する。また、病原体情報について、速やかに中央感染症情報センター

に報告する。 

（ウ）（現行のとおり） 

（エ）健康安全研究センターは、患者が一類感染症と診断されている場合（疑

いを含む。）又は東京都域を越えた感染症の集団発生があった場合等の緊

急の場合及び国から求められた場合にあっては、保健医療局感染症対策部

防疫課等と協議の上、検体等を国立感染症研究所に送付する。 

  （オ）（現行のとおり） 

オ （現行のとおり） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

また、保健所は、病原体検査が必要と判断した場合は、検体等を所持し

ている医療機関等に対して、病原体検査のための検体等の提供について依

頼等するものとする。なお、病原体検査の必要性の判断及び実施等につい

て、必要に応じて福祉保健局感染症対策部防疫・情報管理課及び健康安全

研究センターと協議する。 

（イ）～（ウ）（略） 

  エ 健康安全研究センター 

  （ア）（略） 

（イ）健康安全研究センターは、検体等が送付された場合にあっては、病原体

検査要領に基づき当該検体等を検査し、その結果を保健所を経由して診断

した医師に通知するとともに、保健所、福祉保健局感染症対策部防疫・情

報管理課に送付する。また、病原体情報について、速やかに中央感染症情

報センターに報告する。 

（ウ）（略） 

（エ）健康安全研究センターは、患者が一類感染症と診断されている場合（疑

いを含む。）又は東京都域を越えた感染症の集団発生があった場合等の緊

急の場合及び国から求められた場合にあっては、福祉保健局感染症対策部

防疫・情報管理課等と協議の上、検体等を国立感染症研究所に送付する。 

  （オ）（略） 

オ （略） 

２ 新型コロナウイルス感染症及び再興型コロナウイルス感染症 

（１）調査単位及び実施方法 

 ア 診断した医師 

   新型コロナウイルス感染症又は再興型コロナウイルス感染症を届出基準等

通知に基づき診断した場合は、別に定める基準に基づき、直ちに最寄りの保

健所に届出を行う。当該届出は、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管

理支援システム（以下「ＨＥＲ－ＳＹＳ」という。）への入力により行うこと

を基本とするが、ＨＥＲ－ＳＹＳの入力環境がない場合には、最寄りの保健



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所が定める方法により行って差し支えない。 

 イ 検体等を所持している医療機関等 

   保健所等から当該患者の病原体検査のための検体等の提供について、依頼

又は命令を受けた場合にあっては、検体等を提供する。 

 ウ 保健所 

 （ア）届出を受けた保健所は、直ちに届出内容の確認を行うとともに、当該届

出がＨＥＲ－ＳＹＳの入力環境がない医師からの届出である場合は、ＨＥ

Ｒ－ＳＹＳに届出内容を入力するものとする。また、保健所は、病原体検

査が必要と判断した場合には、検体等を所持している医療機関等に対して、

病原体検査のための検体等の提供について依頼等するものとする。なお、

病原体検査の必要性の判断及び実施等について、必要に応じて福祉保健局

感染症対策部防疫・情報管理課及び健康安全研究センターと協議する。  

（イ）保健所は、検体等の提供を受けた場合には、健康安全研究センターへ検

査を依頼するものとする。 

（ウ）保健所は、届出を受けた感染症に係る発生状況等を把握し、市町村、指

定届出機関、指定提出機関その他の関係医療機関、地区医師会、教育委員

会等の関係機関に発生状況等を提供し、連携を図る。 

 エ 健康安全研究センター 

（ア）健康安全研究センターは、ＨＥＲ－ＳＹＳを活用し、管内の患者情報に

ついて保健所からの情報の入力があり次第、登録情報の確認を行う。 

（イ）健康安全研究センターに検体等が送付された場合にあっては、病原体検

査要領に基づき当該検体等を検査し、その結果を保健所を経由して診断し

た医師に通知するとともに、保健所、福祉保健局感染症対策部防疫・情報

管理課に送付する。また、病原体情報について、速やかに中央感染症情報

センターに報告する。 

（ウ）検査のうち、健康安全研究センターにおいて実施することが困難なもの

については、必要に応じて、他の道府県等又は国立感染症研究所に協力を

依頼する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）基幹地方感染症情報センターである健康安全研究センターは、ＨＥＲ－

ＳＹＳ等の活用により、東京都内のすべての患者情報及び病原体情報を収

集、分析するとともに、その結果を公表される都道府県情報及び全国情報

と併せて、ホームページへの掲載等の適切な方法により、保健所等の関係

機関に提供・公開する。 

オ 福祉保健局感染症対策部防疫・情報管理課 

   福祉保健局感染症対策部防疫・情報管理課は、保健所等がＨＥＲ－ＳＹＳ

に入力した情報、健康安全研究センターが収集、分析した患者情報及び病原

体情報を感染症対策に利用し、関係機関との連携・調整を行う。なお、緊急

の場合及び国から対応を求められた場合においては、福祉保健局感染症対策

部防疫・情報管理課は、直接必要な情報を収集するとともに、国及び他の都

道府県等とも連携の上、迅速な対応を行う。 

 カ 情報の報告等 

（ア）都道府県知事等は、その管轄する区域外に居住する者について法第１２

条第１項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、その居住

地を管轄する都道府県知事等に通報する。保健所設置市等の長が通報先と

なる場合には、当該市・区が所在する都道府県知事にも通報する。 

（イ）保健所設置市等の長は、厚生労働大臣に対して、 

・ 法第１２条の規定による発生届出の一連の事務の中で、同条第２項

の報告を行う場合 

・ 法第１５条の規定による積極的疫学調査の一連の事務の中で、同条

第１３項の報告を行う場合は、併せて都道府県知事に報告する。 

（ウ）都道府県知事等は、他の都道府県知事等が管轄する区域内における感染

症のまん延を防止するために必要な場合は、法第１５条の規定による積極

的疫学調査の結果を、当該他の都道府県知事等に通報する。保健所設置市

等の長が通報先となる場合には、当該市・区が所在する都道府県知事にも

通報する。 

（エ）（ア）から（ウ）の報告等について、ＨＥＲ－ＳＹＳにより相互情報を



 

 

 

 

 

２ 全数把握対象の五類感染症（別表１の７５、８５及び８６に掲げるものを

除く。） 

（１）調査単位及び実施方法 

ア 診断又は検案した医師 

全数把握対象の五類感染症（別表１の７５、８５及び８６に掲げるものを

除く。）を届出基準に基づき診断した又は当該感染症により死亡した者（当該

感染症により死亡したと疑われる者を含む。）医師は、７日以内に最寄りの保

健所に届出を行う。当該届出は、感染症サーベイランスシステムへの入力に

より行うことを基本とするが、感染症サーベイランスシステムの入力環境が

ない場合には、最寄りの保健所が定める方法により、国の定める届出基準の

別記様式５－１から５－１１、５－１３から５－１５、５－１７から５－２

１、５－２４並びに本要綱の別記様式１０を用いて、届出を行う。 

 イ （現行のとおり） 

ウ 保健所 

（ア）届出を受けた保健所は、直ちに届出内容の確認を行うとともに、当該届

出が感染症サーベイランスシステムの入力環境がない医師からの届出であ

る場合には、直ちに感染症サーベイランスシステムに届出内容を入力する

ものとする。 

また、保健所は、病原体検査が必要と判断した場合は、検体等を所持し

ている医療機関等に対して、病原体検査のための検体等の提供について依

頼するものとする。なお、病原体検査の必要性の判断及び実施等について、

必要に応じて保健医療局感染症対策部防疫課及び健康安全研究センターと

協議する。 

閲覧できる措置講じた場合は、当該報告等をしたものとみなす。 

 キ その他 

   病原体検査を行政検査として医療機関に委託している場合には、当該医療

機関において、保健所及び都道府県等に必要な情報提供を行うこと。当該情

報共有は、ＨＥＲ－ＳＹＳへの入力により行うことを基本とすること。 

３ 全数把握対象の五類感染症（別表１の７５、８５及び８６に掲げるものを

除く。） 

（１）調査単位及び実施方法 

ア 診断した医師 

全数把握対象の五類感染症（別表１の７５、８５及び８６に掲げるものを

除く。）を届出基準に基づき診断した医師は、７日以内に最寄りの保健所に届

出を行う。当該届出は、感染症サーベイランスシステムへの入力により行う

ことを基本とするが、感染症サーベイランスシステムの入力環境がない場合

には、最寄りの保健所が定める方法により、国の定める届出基準の別記様式

５－１から５－１１、５－１３から５－１５、５－１７から５－２１、５－

２４並びに本要綱の別記様式１０を用いて、届出を行う。 

 

 イ （略） 

 ウ 保健所 

（ア）届出出を受けた保健所は、直ちに届出内容の確認を行うとともに、当該

届出が感染症サーベイランスシステムの入力環境がない医師からの届出で

ある場合には、直ちに感染症サーベイランスシステムに届出内容を入力す

るものとする。 

また、保健所は、病原体検査が必要と判断した場合は、検体等を所持し

ている医療機関等に対して、病原体検査のための検体等の提供について依

頼するものとする。なお、病原体検査の必要性の判断及び実施等について、

必要に応じて福祉保健局感染症対策部防疫・情報管理課及び健康安全研究

センターと協議する。 



 （イ）～（ウ）（現行のとおり） 

エ 健康安全研究センター 

（ア）（現行のとおり） 

（イ）健康安全研究センターは、検体等が送付された場合にあっては、病原体

検査要領に基づき当該検体等を検査し、その結果を保健所を経由して診断

した医師に通知するとともに、保健所、保健医療局感染症対策部防疫課に

送付する。また、病原体情報について、速やかに中央感染症情報センター

に報告する。 

（ウ）（現行のとおり） 

（エ）健康安全研究センターは、東京都域を越えた感染症の集団発生があった

場合等の緊急の場合及び国から提出を求められた場合にあっては、保健医

療局感染症対策部防疫課等と協議の上、検体等を国立感染症研究所に送付

する。 

（オ）（現行のとおり） 

３ 定点把握対象の五類感染症 

（１）（現行のとおり） 

（２）定点の選定 

ア （現行のとおり） 

（ア）小児科定点 

対象感染症のうち、別表１の８８から９９までに掲げるものについては、

小児科を標ぼうする医療機関（主として小児科医療を提供しているもの）

を小児科定点として指定する。この場合において、小児科定点として指定

された医療機関は、インフルエンザ定点、新型コロナウイルス感染症（以

下、「COVID-19」とする。）定点として協力するよう努めること。なお、イ

ンフルエンザ定点と COVID-19 定点は同一とする（インフルエンザ／

COVID-19 定点）。 

（イ）インフルエンザ定点、COVID-19 定点 

対象感染症のうち、別表１の１００に掲げるインフルエンザ（鳥インフ

（イ）～（ウ）（略） 

エ 健康安全研究センター 

（ア）（略） 

（イ）健康安全研究センターは、検体等が送付された場合にあっては、病原体

検査要領に基づき当該検体等を検査し、その結果を保健所を経由して診断

した医師に通知するとともに、保健所、福祉保健局感染症対策部防疫・情

報管理課に送付する。また、病原体情報について、速やかに中央感染症情

報センターに報告する。 

（ウ）（略） 

（エ）健康安全研究センターは、東京都域を越えた感染症の集団発生があった

場合等の緊急の場合及び国から提出を求められた場合にあっては、福祉保

健局感染症対策部防疫・情報管理課等と協議の上、検体等を国立感染症研

究所に送付する。 

（オ）（略） 

４ 定点把握対象の五類感染症 

（１）（略） 

（２）定点の選定 

ア （略） 

（ア）小児科定点 

対象感染症のうち、別表１の８８から９９までに掲げるものについては、

小児科を標ぼうする医療機関（主として小児科医療を提供しているもの）

を小児科定点として指定する。この場合において、小児科定点として指定

された医療機関は、インフルエンザ定点として協力するよう努めること。 

 

 

 

（イ）インフルエンザ定点 

対象感染症のうち、別表１の１００に掲げるインフルエンザ（鳥インフ



ルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。以下同じ。）及び１１６

に掲げる新型コロナウイルス感染症については、前記（ア）で選定した小

児科定点のうちインフルエンザ定点及び COVID-19 定点として協力する

小児科定点に加え、内科を標ぼうする医療機関（主として内科医療を提供

しているもの）を内科定点として指定し、両者を合わせてインフルエンザ

定点、COVID-19 定点とする。 

（ウ）～（オ）（現行のとおり） 

 イ～ウ （現行のとおり） 

エ 保健所 

（ア）届出を受けた保健所は、直ちに届出内容の確認を行うとともに、感染症

サーベイランスシステムの入力環境がない医療機関からの届出である場合

には、患者定点から得られた患者情報が週単位の場合は調査対象の週の翌

週の火曜日までに、月単位の場合は調査対象月の翌月の３日までに、感染

症サーベイランスシステムに入力するものとし、併せて、対象感染症につ

いての集団発生その他特記すべき情報については、保健医療局感染症対策

部防疫課及び健康安全研究センターに報告する。 

また、保健所は、病原体検査が必要と判断した場合は、検体等を所持し

ている医療機関等に対して、病原体検査のための検体等の提供について依

頼するものとする。なお、病原体検査の必要性の判断及び実施等について、

必要に応じて保健医療局感染症対策部防疫課及び健康安全研究センターと

協議する。 

  （イ）～（ウ）（現行のとおり） 

オ 健康安全研究センター 

（ア）（現行のとおり） 

（イ）健康安全研究センターは、別記様式１の検査票及び検体又は病原体情報

が送付された場合にあっては、当該検体を検査し、その結果を保健所を経

由して診断した医師に通知するとともに、別記様式１により保健所、保健

医療局感染症対策部防疫課に送付する。また、病原体情報について、速や

ルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。以下同じ。）については、

前記（ア）で選定した小児科定点のうちインフルエンザ定点として協力す

る小児科定点に加え、内科を標ぼうする医療機関（主として内科医療を提

供しているもの）を内科定点として指定し、両者を合わせてインフルエン

ザ定点とする。 

 

（ウ）～（オ）（略） 

 イ～ウ （略） 

エ 保健所 

（ア）届出を受けた保健所は、直ちに届出内容の確認を行うとともに、感染症

サーベイランスシステムの入力環境がない医療機関からの届出である場合

には、患者定点から得られた患者情報が週単位の場合は調査対象の週の翌

週の火曜日までに、月単位の場合は調査対象月の翌月の３日までに、感染

症サーベイランスシステムに入力するものとし、併せて、対象感染症につ

いての集団発生その他特記すべき情報については、福祉保健局感染症対策

部防疫・情報管理課及び健康安全研究センターに報告する。 

また、保健所は、病原体検査が必要と判断した場合は、検体等を所持し

ている医療機関等に対して、病原体検査のための検体等の提供について依

頼するものとする。なお、病原体検査の必要性の判断及び実施等について、

必要に応じて福祉保健局感染症対策部防疫・情報管理課及び健康安全研究

センターと協議する。 

  （イ）～（ウ）（略） 

オ 健康安全研究センター 

（ア）（略） 

（イ）健康安全研究センターは、別記様式１の検査票及び検体又は病原体情報

が送付された場合にあっては、当該検体を検査し、その結果を保健所を経

由して診断した医師に通知するとともに、別記様式１により保健所、福祉

保健局感染症対策部防疫・情報管理課に送付する。また、病原体情報につ



かに中央感染症情報センターに報告する。 

（ウ）（現行のとおり） 

（エ）健康安全研究センターは、東京都域を越えた感染症の集団発生があった

場合等の緊急の場合及び国から提出を求められた場合にあっては、保健医

療局感染症対策部防疫課等と協議の上、検体等を国立感染症研究所に送付

する。 

（オ）（現行のとおり） 

４ 法第１４条第１項に規定する厚生労働省令で定める疑似症（定点） 

（１）～（３）（略） 

（４）実施方法 

 ア （現行のとおり） 

イ 保健所 

（ア）保健所は、疑似症定点から得られた疑似症情報を、随時保健医療局感染

症対策部防疫課に報告する。 

また、対象疑似症についての集団発生その他特記すべき情報については、

保健医療局感染症対策部防疫課及び健康安全研究センターに報告する。 

 

（イ）（現行のとおり） 

ウ 保健医療局感染症対策部防疫課 

保健医療局感染症対策部防疫課は保健所から得られた疑似症情報を健康安

全研究センターに報告する。 

エ （現行のとおり） 

５ その他 

（１）～（２）（略） 

（３）本実施要綱に定める事項以外の内容については、必要に応じて保健医療局

長が定めることとする。 

６ 特別区及び保健所政令市との関係 

（現行のとおり） 

いて、速やかに中央感染症情報センターに報告する。 

（ウ）（略） 

（エ）健康安全研究センターは、東京都域を越えた感染症の集団発生があった

場合等の緊急の場合及び国から提出を求められた場合にあっては、福祉保

健局感染症対策部防疫・情報管理課等と協議の上、検体等を国立感染症研

究所に送付する。 

（オ）（略） 

５ 法第１４条第１項に規定する厚生労働省令で定める疑似症 

（１）～（３）（略） 

（４）実施方法 

 ア （略） 

イ 保健所 

（ア）保健所は、疑似症定点から得られた疑似症情報を、随時福祉保健局感染

症対策部防疫・情報管理課に報告する。 

また、対象疑似症についての集団発生その他特記すべき情報については、

福祉保健局感染症対策部防疫・情報管理課及び健康安全研究センターに報

告する。 

（イ）（略） 

ウ 福祉保健局感染症対策部防疫・情報管理課 

福祉保健局感染症対策部防疫・情報管理課は保健所から得られた疑似症情

報を健康安全研究センターに報告する。 

エ （略） 

６ その他 

（１）～（２）（略） 

（３）本実施要綱に定める事項以外の内容については、必要に応じて福祉保健局

長が定めることとする。 

７ 特別区及び保健所政令市との関係 

（略） 



附 則 

（現行のとおり） 

 附 則 

１ この要綱は、令和５年５月８日から施行する。 

２ この要綱の施行の日から令和５年６月３０日までの間、第５中「保健医療局 

感染症対策部防疫課」とあるのは「福祉保健局感染症対策部防疫・情報管理

課」、「保健医療局長」とあるのは「福祉保健局長」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

 

別表１ 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２ 

 

別表２ 

 

 



別表３ 

 

別記様式一覧 （現行のとおり） 

別記様式１ （現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表３ 

 

 

 

 

 

 

別記様式一覧 （略） 

別記様式１ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式２ 

 

別記様式２ 

 

 

 



別記様式３ 

 

 

別記様式４～７４ （現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式３ 

 

 

 

別記様式４～７４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（削除） 別記様式７５ 

 



 


